
木津川市国民健康保険運営協議会　会議要旨
	会議名
	平成２８年度第２回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	平成２９年１月２６日(木)

午後２時００分から午後３時３０分
	場所
	木津川市役所　５階　

全員協議会室

	出席者
	委員

■：出席

□:欠席
	１号委員

（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、■桝井惠子 委員、■尾﨑田鶴 委員

■樋垣育夫 委員、□村上惠子 委員、■福井保知 委員

	
	
	２号委員

(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、■松井清明 委員、■若菜和雄 委員

■木村英樹 委員、■大西　太 委員、■山口政延 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■福井博敏 委員、■佐々木慧 委員、□辻　清康 委員

■山本　貢 委員、■武田博利　委員、■三浦孝啓 委員

	
	市理事者
	■田中副市長

	
	
	■市民部　滋井部長

	
	庶務（事務局）
	（国保年金課）国保年金課 前川課長、西嶋課長補佐

秋元係長

	傍聴者
	 

	議題


	１．開会

２．資格審査

３．会長あいさつ

４．市長あいさつ
５．役員（会長）の選出

６．会議録署名委員の指名

７．議事

　（１）平成２９年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について

　（２）平成２９年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について
　（３）その他

８．閉会

	会議結果要旨


	１．開会

　　　・　開会宣言
　　　・　新委員の紹介

２．資格審査
・　会議成立の資格審査
３．会長あいさつ

　　　・　福井会長あいさつ

４．市長あいさつ

　　　・　田中副市長（市長代理）あいさつ
５．役員（会長選出）
　　　・　前副会長の退任に伴う新役員（会長）の選出
　　　・　新役員（副会長）の就任あいさつ

６．会議録署名委員の指名

　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名

７．議事

（１）平成２９年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について

・　平成２９年度木津川市国民健康保険事業計画（案）の説明
・　質疑・応答
　（２）平成２９年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について

　　　　　・　平成２９年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）の概要説明

　　　　　・　質疑・応答
（３）その他

　　　　　・　意見及び質疑・応答

７. 閉会

・　議事終了及び議長降壇

・　閉会宣言

	
	１．開会

　　　事務局が開会を宣言した。
２．資格審査

委員１８名中 １６名の出席により、会議が成立していることを確認した。
３．会長あいさつ
　　　　福井会長が開会に際してあいさつを行った。

　　　　要旨は、次のとおり。

・　元木津川市国民健康保険運営協議会委員が国民健康保険関係功績者厚生労働大臣表彰を受けたことを報告する。

　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。

４．市長あいさつ

　　　河井市長の代理として田中副市長があいさつを行った。
要旨は、次のとおり。
・　国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦として市民の健康保持・増進に大変重要な役割を果たしているが、高齢者や低所得者の加入割合が高い事など、構造的な問題を抱えている。

・　平成２７年度の国民健康保険特別会計は赤字決算となり、平成２８年度も引き続き国保財政は厳しいものとなっている。
・平成２９年度は、平成３０年度の国保広域化に向け、国保税の見直し等、作業が大詰めを迎える。

・　引き続き、委員のご見識を賜って国保事業運営の安定化に努めて行きたいと考えているので、今後とも委員の皆様のご協力をお願いしたい。
５．役員（会長）の選出
　　　　前副会長の退任に伴い、新副会長の選出を行った。
　　　　三浦委員が副会長に就任した。
　　　　三浦副会長が就任に際してのあいさつを行った。

６．会議録署名委員の指名

会議録署名委員として大西委員と武田委員を指名した。
７．議事
　　　　福井会長が議長となり議事を進行した。

　（１）　審議　平成２９年度木津川市国民健康保険事業計画（案）について

【配布資料】

　　・　平成２９年度木津川市国民健康保険事業計画（案）

【事務局説明の概要】

　　　　　　　平成２９年度木津川市国民健康保険事業を実施するにあたって、次の点を重点施策とし国保事業の運営安定化を図る。

1 　医療費の適正化の推進
2 　国保税収納率の向上対策の推進
3 　適用適正化の推進
4 　国保広域化の準備の推進
5 　保健事業の推進
6 　広報・啓発事業の推進
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　データヘルス事業とは具体的にはどのようなものか。
　　　　　　➤　平成２７年度から平成２９年度の３か年の計画としてデータヘルス計画を策定した。健診データ・レセプトデータ等を活用した健康づくりが目的。平成２９年度は計画最終年度になるので実施した事業の検証も行う。

　　　　　　○　事業計画の「医療費の適正化」係るレセプト点検の柔整診と第三者行為についてはどのような経緯で計画に入っているのか。
　　　　　　　　柔整やはり・あんま・灸の医療費はどのくらいか。

　　　　　　➤　今まで検討課題にしていたものを今回の事業計画では具体的に表記した。
　　　　　　　　平成２７年度の資料になるが、柔道整復、あんま・マッサージ、鍼灸の合計で９，４５４件のレセプトがあり、７，１５４万８，６８６円になっている。

○　平成３０年度の国保広域化は確定していることなのか。
➤　確定している事である。平成２９年度は国保税率の確定や電算システムの連携等広域化に向けて作業が大詰めを迎える。
　　　　【審議結果】

　　　　　　　承認

　（２）　審議　平成２９年度木津川市国民健康保険特別会計予算（案）について

【配布資料】

　　・　資料１　平成２９年度国民健康保険特別会計予算（案）（概要）について

　　・　資料２　平成２９年度国民健康保険特別会計（予算案付属資料）

【事務局説明の概要】

・　当初予算の規模は、81億3,982万5,000円としている。対前年度比で1.3％の減少である。
・　歳入では、国保税収は、今日の経済状況から所得の伸びが見込めないため前年度より3.3％減の15億3,660万1,000円で算定した。また、前期高齢者交付金は対象者の伸びに合わせて対前年度比7.8％増の24億3,529万4,000円とした。共同事業交付金については、保険財政共同安定化事業交付金算定基準となる医療費の増加を見込み、対前年度比1.0％増の17億1,874万6,000円とした。繰入金については、対前年比４１％増の5億6,601万円とした。

・　歳出では、医療費の傾向を反映して前年度比1.8％減の50億1,021万8,000円とした。また、後期高齢者支援金は前年対比1.5％増の9億1,408万7,000円、介護納付金は前年対比17.5％減の2億8,500万9,000円、共同事業拠出金は前年対比0.9％増の17億5,303万5,000円、保健事業費は前年対比6.3％増額１億3,384万5,000円を計上している。

　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　軽減世帯の拡大とはどういった例があるのか。
　　軽減世帯に該当する世帯が増えているのか。

➤　国保税の軽減枠の拡大により、いままで軽減の対象となっていなかった世帯が課税軽減世帯の対象となる。 

　　木津川市の国保世帯は約9,000世帯であるが、そのうち4,000を超える世帯がなんらかの軽減がかかっており、増加傾向である。
○後発医薬品の利用状況はどうなっているのか。
➤平成28年8月診療分で普及率が56.59％。削減効果額としては平成27年度で2,536万2,383円、平成28年度の8月診療分までで3,140万円6,103円となっており、効果が出てきている。

　　　　【審議結果】

　　　　　　　承認
　（３）　その他

　　　　【配布資料】

　　　　　　・資料①　平成２９年度厚生労働省関係税制改正事項の概要
　　　　　　・資料②　子ども医療費助成に係る国保の減額調整措置について
・資料③　木津川市スマートウェルネスシティプロジェクト

　　・資料④　納付金・標準保険税率市町村保険料の決定フロー
【平成２９年度税制改革等についての事務局説明の概要】

・　平成２９年度税制改革が行われる中で、国民健康保険税において、低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しにより平成２９年度からは５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行の26.5万円から27万円に、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行の48万円から49万円に引き上げようとするものである。
・　中学生卒業までの子供については本来の自己負担分を公費にて助成している。助成した分は国から交付金等において減額措置が取られているが、今回、未就学児に対する助成については減額の対象としないこととなった。
・　国保広域化に向けてのスケジュール。平成29年10月までに納付金の
検討調整を京都府と市町村の入っている協議会で検討する。現時点では標準税率等の公表に至るような段階になっていない。平成30年3月の議会において保険税率の改定について条例提案を予定している。
· 　健康づくりの取り組み、スマートウェルネスシティについて。スマートウェルネスシティとは地域住民が身体面の健康だけではなく、生きがいを感じ、安心安全で豊かな生活を送ることができるまちづくりの事をいう。市全体の取り組みであるが、国保のデータも提供し、被保険者の健康づくりに繋げていく。結果として医療費削減に繋がる取り組みである。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　国保広域化のイメージがわからない。国保の運営を市でしなくなるということか。

➤　広域化により、府が財政運営に加わる事になる。市が行う事務としては大きく変わらない。

○　広域化により共同事業交付金や共同事業の拠出金といった科目はなくなるのか。
➤　おそらく整理されていくものだと考えている。
【審議結果】

異議なし
８．閉会

議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。


	その他
特記事項
	特になし
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